
 

 

 

 

次の事項が生じた場合、組合員資格に係る届出が必要となります。 

該当される方は所定のお手続きをお願いします。 

１ 死亡による相続 

２ 山林の譲渡 

３ 共有林の代表者の変更 

４ 組合員台帳情報の変更(住所や改姓など) 

 

手続きに関するご不明点や詳細、用紙については 

立山山麓森林組合 本所 076-483-1826 までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆名義変更について 

各種お手続き 

手続きの流れ 

必要な用紙をこちらからダウンロード、 

または立山山麓森林組合までお問合せください。 

必要事項を記入、捺印の上、 

郵送または直接届け出ください。 



 

 

 

【添付書類】 

運転免許証等証明書(ご本人の確認ができるもの) 

所有山林がわかる登記簿の写し 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

出資証券 

※出資証券が見当たらない場合は、 

出資証券紛失届もご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆書式ダウンロード 

森林組合加入申込書 

相続による組合員加入申込書 

出資証券紛失届 

住所変更届 


